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※ 落書き消し活動を行う日の概ね１ヶ月前までに、申請書を各区担当課へ直接持参または電子メ

ールにてご提出下さい。（提出先は本ガイドブック最終頁に記載しています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「落書き消し活動支援」の概要 

事業の目的 

犯罪の抑止や良好な都市環境の維持、改善を図ることなどを通じ、市民のモラル・マナー

の向上に資することを目的として、市民団体等が自主的に行う落書き消し活動に対し、予算

の範囲内において支援するものです。 

対象となる団体 

自治協議会、自治会、町内会、商店街その他の公共的団体又は NPO 法人などで、概ね５

人以上で構成される団体 

支援の内容 

落書き消し活動に必要な溶剤、たわし、ウエス、軍手などの物品の提供 

「落書き消し活動支援」の流れ 

（１）一定の区域内に書かれた落書きの大部分を消去すること。 

（２）同一日の概ね８時間以内で終了する程度の作業量及び参加者数であること。 

（３）営利性、宗教性及び政治性を有さず、かつ、公の秩序及び善良な風俗に反しないこと。 

（４）落書きを消去しようとする工作物等の管理権原を有する者が、当該落書きの消去につ

いて承諾していること。 

（５）作業責任者を定める等により、作業上及び健康上の安全が配慮されていること。 

（６）支援の申請を行った日の属する年度内において行われること。 

支援の対象となる活動 
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申請書等の記載例 
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ここは福岡市が作成する部分です。 
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１ 制度・実施内容等の問い合わせ先 

担当課 電話番号 電子メール 

市民局 防犯・交通安全課 ７１１－４０５４ bouhankotsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp 

 

２ 申請書等提出先 

区名 担当課 電話番号 電子メール 

東区 総務課 ６４５-１０３８ somu.HIWO@city.fukuoka.lg.jp 

博多区 総務課 ４１９-１０４４ somu.HAWO@city.fukuoka.lg.jp 

中央区 総務課 ７１８-１０５６ somu.CWO@city.fukuoka.lg.jp 

南区 総務課 ５５９-５０６３ somu.MWO@city.fukuoka.lg.jp 

城南区 総務課 ８３３-４０５５ somu.JWO@city.fukuoka.lg.jp 

早良区 総務課 ８３３-４３０４ somu.SWO@city.fukuoka.lg.jp 

西区 防災・安全安心室 ８９５-７０３７ bosai.NWO@city.fukuoka.lg.jp 

 

問い合わせ先・申請書等提出先 


